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１ 震度分布図（日向灘南部地震）  図 – 1  
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２ 震度分布図（日向灘北部地震）図 – 2 
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３ 震度分布図（えびの－小林地震）図 – 3  
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４ 震度分布図（東南海－南海地震）   図 - 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

５ 震度分布図（南海トラフ地震）     図 - 5  
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６ 震度分布図（宮崎県独自）         図 - 6  
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７４ 表層地盤のゆれやすさ①（宮崎県）図 – 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典：内閣府防災担当ホームページ） 

 

                                                   
① 表層地盤のゆれやすさ ： 地表でのゆれの強さは、表層地盤のやわらかさの程度により決まるものであり、 

この図面は、各地の平均よりもやわらかい地盤に対して、地表でのゆれが深部（工学的基盤）でのゆれに 

対して大きくなる割合（計測震度増分）を示したもの。 

 

計測震度増分 色   

1.0～1.65   ゆれやすい 

0.8～10     

0.6～0.8     

0.4～0.6     

0.2～0.4     

0.0～0.2     

 -0.95～0.0   ゆれにくい 
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８５ 液状化②危険度分布図（日向灘南部地震） 図－8 

 

                                                   

② 液状化： 地震の際に地下水位の高い砂地盤が、振動により液体状になる現象。これにより比重の大きい

構造物が埋もれ、倒れたり、地中の比重の軽い構造物(下水管等)が浮き上がったりする。 
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９６ 液状化危険度分布図（日向灘北部地震）  図 – 9 
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１０７ 液状化危険度分布図（えびの－小林地震） 図 – 10 
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１１ 液状化危険度分布図（南海トラフ地震）    図 - 11  
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１２ 液状化危険度分布図（宮崎県独自）        図 - 12  
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１３ 緊急輸送道路ネットワーク計画図（宮崎県） 図 – 13 
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１４ 耐震改修促進法における規制対象一覧  （※義務付け対象は旧耐震建築物） 

特定既存耐震不適格建築物の種類 
特定既存耐震不適格 

建築物の要件 

指示対象となる特定既存

耐震不適格建築物の要件 

耐震診断義務付け 

対象建築物の要件 

学校 

小中学校、中等教育学校の前
期課程若しくは特別支援学校 

２階以上かつ 1,000 ㎡以上 ２階以上かつ 1,500 ㎡以上 ２階以上かつ 3,000 ㎡以上 

上記以外の学校 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上   

体育館（一般公共の用に供されるもの） １階以上かつ 1,000 ㎡以上 １階以上かつ 2,000 ㎡以上 １階以上かつ 5,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場等の運
動施設 

３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

病院、診療所 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

集会場、公会堂 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

展示場 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

卸売市場 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上   

百貨店、マーケットその他の物品販売業を
営む店舗 

３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

ホテル、旅館 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、
下宿 

３階以上かつ 1,000 ㎡以上   

事務所 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上   

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホ
ーム等に類するもの 

２階以上かつ 1,000 ㎡以上 ２階以上かつ 2,000 ㎡以上 ２階以上かつ 5,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体
障害者福祉センター等に類するもの 

２階以上かつ 1,000 ㎡以上 ２階以上かつ 2,000 ㎡以上 ２階以上かつ 5,000 ㎡以上 

幼稚園、保育所 ２階以上かつ 500 ㎡以上 ２階以上かつ 750 ㎡以上 ２階以上かつ 1,500 ㎡以上 

博物館、美術館、図書館 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

遊技場 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

公衆浴場 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラ
ブ、ダンスホール等に類するもの 

３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行等、サービ
ス業を営む店舗 

３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場を除
く。） 

３階以上かつ 1,000 ㎡以上   

車両の停車場又は船舶、航空機の発着場
等で旅客の乗降又は待合の用に供するも
の 

３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

自動車車庫など自動車の停留又は駐車の
ための施設 

３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

保健所、税務署など公益上必要な建築物 ３階以上かつ 1,000 ㎡以上 ３階以上かつ 2,000 ㎡以上 ３階以上かつ 5,000 ㎡以上 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供
する建築物 

政令で規定するもの 500 ㎡以上 １階以上かつ 5,000 ㎡以上 

避難路沿道建築物 

耐震改修等促進計画で
指定する避難路の沿道建
築物であって、前面道路
幅員の 1/2 超の高さの建
築物（道路幅員が 12m 以
下の場合は 6m 超） 

左に同じ 

耐震改修等促進計画で指
定する重要な避難路の沿
道建築物であって、前面
道路幅員の 1/2 超の高さ
の 建 築物（ 道 路幅 員が
12m 以下の場合は 6m 超） 

防災拠点である建築物   

耐震改修等促進計画で
指定する大規模な地震が
発生した場合においてそ
の利用を確保することが
公益上必要な、病院、官
公署、災害応急対策に必
要な施設等の建築物 
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１５ 補助制度の概要                 （平成２９年１２月末現在） 
区分 【事業名】概要 補助率 

全体 国 県 市町村 

木造住宅耐震ア

ドバイザー派遣

事業 

木造住宅の耐震診断、補強設計、耐震改修について、

耐震診断士を派遣し、相談及び説明を無料で実施しま

す。 

10/10 1/2 1/4 1/4 

木造住宅耐震診

断事業 

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の場合耐

震診断について、その費用の一部を補助します。 

（上限54,000円 別途要件あり） 

9/10 1/3 17/60 17/60 

※加えて、(一財)宮崎県建築住宅センタ

ーが6千円を補助 

木造住宅耐震化

促進事業 

耐震改修

設計 

耐震診断の結果、上部構造評点※８が

1.0未満の場合、耐震補強設計につい

て、その費用の一部を補助します。 

（上限額100,000円 別途要件あり） 

2/3 1/3 1/6 1/6 

耐震改修

工事 

耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以

上1.0未満の場合、耐震改修工事につい

てその費用の一部を補助します。 

（上限額500,000円 別途要件あり） 

1/3 1/6 1/12 1/12 

耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未

満の場合、耐震改修工事について、その

費用の一部を補助します。 

（上限額750,000円 別途要件あり） 

1/2 1/4 1/8 1/8 

段階的 

耐震改修 

工事 

耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未

満の建築物を0.7以上1.0未満にする耐震

改修工事について、その費用の一部を補

助します。 

（上限額450,000円 別途要件あり） 

1/2 1/4 1/8 1/8 

上記の改修工事を実施した、上部構造評

点が0.7以上1.0未満の建築物を1.0以上

にする耐震改修工事について、その費用

の一部を補助します。 

（上限額300,000円 別途要件あり） 

1/3 1/6 1/12 1/12 

社会福祉 

施設整備 

（次世代育成支援対策施設整備費交付金） 

対象：市町村が施設を整備する保護施設、児童福祉 

1/3 1/3 1/3 1/3 

上記の改修工事を実施した、上部構造評点が0.7以上

1.0未満の建築物を1.0以上にする耐震改修工事につい

て、その費用の一部を補助します。 

（上限額300,000円 別途要件あり） 

1/3 1/3 1/3 1/3 

保育所等整備 （保育所等整備交付金） 

・対象：保育所、幼保連携型認定こども園の保育分、

保育所分園、幼稚園型認定こども園の保育機

能部分 

・概要：保育所等及び保育所機能部分の整備に要す費

用の一部を補助 

3/4 1/2 

（2/3） 

- 1/4 

（1/12） 

認定こども園 

施設整備 

（認定こども園施設整備交付金） 

・対象：幼保連携型認定こども園の教育部分、保育型

認定こども園の幼稚園機能部分、幼稚園 

・概要：幼保連携型認定こども園、又は幼保連携要件

を満たす保育所型認定こども園の幼稚園機能

部分の整備に要する費用の一部を補助 

3/4 1/2 - 1/4 

幼稚園耐震化 

整備 

（認定こども園施設整備交付金） 

・対象：幼保連携型認定こども園の教育部分、幼稚園

型認定こども園の幼稚園、幼保連携型認定こ

ども園への移行を予定する幼稚園、幼稚園型

認定こども園への移行を予定する幼稚園 

・概要：同上 

3/4 1/2 - 1/4 

 
※８ 上部構造評点：住宅の耐震性能を表す指標で、大規模地震発生時に必要とされる体力に対する建物が持つ耐力の割

合。 

1.0を下回ると大規模地震発生時に倒壊する可能性があります。 

上部構造評点＝（建物が持つ耐力）/（大規模地震発生時に必要とされる耐力） 
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１６ 国等の支援制度 

① 耐震改修税制等の概要 （平成２９年１０月末現在） 

※国土交通省ホームページより抜粋 

 

② 耐震改修融資制度等の概要 （平成２９年１０月末現在） 

対象 【融資制度名】概要 

個人向け 【住宅金融支援機構】 

・融資限度額：1,000 万円（住宅部分の工事費の 80％が上限） 

・金 利：償還期間 10 年以内 0.59％ 償還期間 11 年以上 20 年以内 0.90％ 

（平成２９年４月３日現在） 

・保 証 人：不要 

【死亡時一括償還型融資の場合】 

・融資限度額：1,000 万円（住宅部分の工事費が上限） 

・金 利：0.82％ 

・保 証 人：（一財）高齢者住宅財団による保証 

マンション 

管理組合向け 

【住宅金融支援機構】 

・融資限度額：500 万円/戸（共用部分の工事費の 80％が上限） 

・金 利：償還期間 10 年以内 0.30％ 

（平成２９年４月３日現在） 

・保 証 人：必要 

※上記は、（公財）マンション管理センターの保証を利用する場合。 

※国土交通省ホームページより抜粋 

 
 

区分 【耐震改修税制名】概要 

住宅の 

耐震改修 

促進税制 

所得税 平成３３年１２月３１日までに行った耐震改修工事に係る標準的な工事費

用相当額の１０％相当額（上限２５万円）を所得税から控除。 

固定資産税 平成３０年１２月３１日までに耐震改修工事を行った住宅の固定資産税

（１２０㎡相当部分まで）を１年間1/2 に減額（ただし、通行障害既存耐

震不適格建築物である住宅の耐震改修は２年間1/2 に減額）。 

建築物の 

耐震改修 

促進税制 

法人税 

・ 

所得税 

耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物について、平成２

７年３月３１日までに耐震診断結果の報告を行った者が、平成２６年４月

１日からその報告を行った日以降５年を経過する日までに耐震改修により

取得等をする建築物の部分についてその取得価格の２５％の特別償却。 

固定資産税 耐震改修促進法により、耐震診断が義務付けられている建築物で耐震診断

結果が報告されるものについて、平成２６年４月１日から平成３２年３月

３１日までの間に政府の補助を受けて改修工事を行った場合、固定資産税

を２年間1/2 に減額（改修工事費の２．５％が限度）。 

住宅 

ローン 

減税 

所得税 耐震改修工事を行い、平成３３年１２月３１日までに自己居住の用に供し

た場合、１０年間、ローン残高の１%を所得税額から控除（現行の耐震基準

に適合させるための工事で、１００万円以上の工事が対象） 


